
6 医 安 第 1 1 5 4 号 

令 和 7 年 3 月 1 0 日 

 

関係団体の長様 

 

愛知県保健医療局長  

 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定

する医療等の用途を定める省令の一部改正について（通知） 

 

令和7年3月5日付け医薬発0305第1号で厚生労働省医薬局長から別添のとおり医薬

品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規

定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一

部改正について通知がありましたので御承知いただくとともに、貴会（組合）員への

周知について御配慮ください。 

  

担 当 生活衛生部医薬安全課 

     監視グループ 

電 話 052-954-6344（ダイヤルイン） 

ﾌｧｯｸｽ 052-953-7149 



愛知県

R7.03.05
6医安第1154号

写



 
① Ｎ，Ｎ－ジエチル－７－メチル－４－［３－（トリメチルシリル）プロパノイル］－４，６，６ａ，７，８，
９－ヘキサヒドロインドロ［４，３－ｆｇ］キノリン－９－カルボキサミド及びその塩類 

② ５－ニトロ－２－（４－プロポキシベンジル）－１－［２－（ピロリジン－１－イル）エチル］ベンズ
イミダゾール及びその塩類 

③ Ｎ－メチル－Ｎ－プロピルトリプタミン及びその塩類 

 

 

（２）指定された物質を含む物 

（１）に掲げる物質のいずれかを含有する物（ただし、元来これらの物質を含有する植物を除

く。）は指定薬物であり、規制の対象となる。 

 

 

 

２．施行期日 

 公布の日（令和７年３月５日）から起算して 10日を経過した日（令和７年３月 15日）から施行する。 
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